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着任のごあいさつ

企画前投融設
立おと

函江尚人

この度の人事異動により、広島

保護観察所から転任してまいりました。出身は

岡山で、中園地方では広島しか勤務経験のな

かったところ、初めて中国山地を越え、島根に

て勤務させていただくご縁に恵まれました。も

とより浅学非才の身ではありますが、保護司さ

んをはじめ、更生保護の取組に協力くださる皆

様の諸活動が、少しでもスムーズに行えるよう

努力する所存でおりますので、どうぞよろしく

お願い申し上げます。
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この度の人事異動により、中園

地方更生保護委員会から転任して
.. ~ -.. 
まいりました。

出身は山口県で、初めての土地につき少々不

安もありますが、世界遺産に国宝、日本海の幸

など楽しみはそれ以上ですので、是非この機会

に島根県を堪能したいと思っております。

保護観察所での勤務は2年振りとなるため、

ご迷惑をお掛けすることもあろうかと思います

が、皆様のご期待に応えられるよう精一杯努め

たいと思っておりますので、ご指導ご鞭捷のほ

どよろしくお願いたします。

転任のごあいさつ

企画調整課長

吉岡日出夫

初任の管理職として臨んだ島根

での4年間（統括3年、課長l

年）、皆様方には大変お世話になりました。あり

カすとうございました。

新法施行直後の変革の時期であり、正直、大

変な時もありましたが、皆様方の優しさと熱意

に支えられ、気持ちよく仕事をすることができ

ました。

故郷での初めての勤務でしたが、島根更生保

護会の建替えや新規施策の準備等、皆様方とご

一緒させていただく中で、多くの喜びと粘り強

く取り組むこと （意思力）の大切さを改めて教

えてもらいました。

新任地は第二の故郷（妻の出身地）であり、

3度目の勤務となる岡山（統括）です。島根で

の経験や皆様方からのご厚情を胸に、岡山でも

精一杯頑張りたいと思います。

皆様方、どうかお元気で。また、お会いでき

るその日まで。本当にありがとうございました。

保護観察官

三原鉄志

この度の人事異動により、岡山

保護観察所会計係長に転任するこ

とになりました。

私は、平成15年4月に松江保護観察所庶務係

として採用されて以来、会計係、会計係長を経

て、平成23年に保護観察官に補職されてから今

日までの11年間、本当に長い間お世話になりま

した。

振り返ってみますと、更生保護に関わる多く

の方々の崩．かい心に支えられ、育ててもらった

ように思います。本紙をおイ背りして心より感謝

申し上げます。

島根県で学ばせていただいたことを忘れず、

新天地におきましでも一生懸命頑張りたいと思

います。

最後になりましたが、皆様のますますのご活

躍とご健勝をお祈り申し上げ、お別れの挨拶と

させていただきます。本当にありがとうござい

ました。
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平成26年度春の人事異動について

［転入者］ （平成26年4月1日付）

企画調整課長 西江 尚人

（広島保護観察所統括保護観察官から）

保護観察官 三好誓

（中園地方更生保護委員会保護観察官から）

［転出者］ （平成26年4月l日付）

企画調整課長 吉岡日出夫

（岡山保護観察所統括保護観察官へ）

保護観察官 三原 鉄志

（岡山保護観察所会計係長へ）

〈平成26年度業務重点事項〉（案） 松江保護観察所

を支援する。（地方公共団体への働き掛けの態様

別回数の増）

3 医療観察制度における地域処遇の充実と態勢

整備

( 1) 地方公共団体や障がい者福祉サービス事業者

等との連携強化を図るとともに、医療観察制度

に協力する新たな機関・団体を開拓する。

(2) 的確なアセスメン卜に基づき、医療観察対象

者の特性や状態に応じた処遇を実施するととも

に、社会復帰調整官の計画的育成のための組織

的な取組や緊急時対応を含む庁内態勢の整備を

進める。

4 第64回“社会を明るくする運動”～犯罪や非行

を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～の積

極的な展開

5 協力組織・団体等の育成及び支援の充実強化

6 更生保護における犯罪被害者等施策の推進

( 1 ) 関係機関・団体等との連携強化により支援体

制の充実を図る。

関係機関・団体が開催する会議等に必ず参加

するとともに、それらの機関や団体が行う事業

や行事に積極的に参画することで関係を深める。

(2）被害者担当官の計画的かつ効果的な育成友び

被害者等への配慮の重要性に関し、理解推進の

ため取り組む。

1 再犯防止に向けた保護観察処遇の強化と社会復

帰支援の充実

(1) 関係機関等と連携して薬物事犯者に対する生

活環境の調整友び保護観察処遇の充実を図る。

(2) 社会貢献活動を計画的かつ効果的に実施する。

(3) 的確な調査及び積極的かつ計画的な生活環境

の調整を行う。

(4）高齢又は障がいにより福祉等の支援が必要な

ものに対する関係機関と連携した取組を一層推

進する。

(5) 更生保護施設への適切な委託を促進する。

(6) 自立準備ホームを効果的かつ効率的に活用

する。

(7）協力雇用主に対して物心両面で手厚い支援を

行うことで対象者の就労支援を着実に実施する。

(8）更生保護に関する広報活動を強化し、処遇・

支援について国民の理解と協力を得る。

2 保護司制度の基盤整備の推進

(1）保護司候補者の安定的確保と保護司の育成を

推進する。

(2）保護司組織の円滑な運営を支援する。

(3）保護司会と地方公共団体等との連携強化を支

援する。

保護司活動の効果的な展開を図るため、市区

町村等への協力依頼を積極的に行い、連携強化
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平成26年度保護司研修計画表

保護司の研修については、『保護司研修要綱Jに種類
が定められていますが、松江保護観察所としては25年

度に引き続いて、講義のほか、参加型の研修を行う。

(1）新任保護司研修（前期・後期）

前期においては、保護司の使命、役割、身分その

他保護司として必要な基礎的知識及び心構えの習

得を図る。

後期では、先輩保護司との座談会とコミュニケー

ション・面接技法についてイ本験してもらう。

(2）処遇基礎力強化研修

保護司の職務遂行に必要な事務手続き及び処遇の

実務の具体的履修、保護司会活動についての理解

促進を図る。そのためサポートセンターの活動報

告や更生保護施設職員による講義も取り入れる。

(3）指導力強化研修

保護観察等の処遇を行う上で必要な知識及び技術

の仲長並びに保護司会活動を行う上での必要な知

識及び技術の習得を図り、処遇や保護司会活動等

において、中核的な役割を担うための指導力を身

につける。

インシデントプロセス法による：事例検討を行う。

(4）地域別定例研修

実務上必要な知識及び技術の全般的な水準向上を

図り、又は各地域において当面する問題の解決に

資する。

(5）特別｛日f修
処遇上特別な配慮を必要とする者の扱い等に閑す

松江保護観察所

る専門的知識及び技術の習得を｜主｜り、又は上記研

修の効果を補強する。

平成26年度に保護観察所で開催される保護司研修の

日程（予定）は次のとおりです。

( 1)新任保護司研修（前期）平成26年6月2日（月）

平成26年12月1日（月）

(2）新任保護司研修（後期）平成26年11月11日（火）

(3）処遇基礎力強化研修（第 1次研修）

平成26年9月3日（水）

(4）指導力強化研修（第2次研修）

平成26年10月9日（木）

(5）社会貢献活動担当保護司研修 未定

平成26年度地域別定例研修テーマは次のとおりです

l期 「良好措置・不良措置について」（講義中心）

2期 「高齢者等福祉の支援が必要な者の処遇と支
援」（講義、事例研究等）

3期 「生活環境の調整について～書類の見方・
書き方・引受人等」（講義、事例研究等）

4期 「刑の一部執行猶予制度及び社会貢献活動
について」（講義中心）

平成26年度地区担当官及び定期駐在実施計画表
松江保護観察所

地区 保護観察官
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 定期駐在場所
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

松江 須山斉司 保護観察所において実施 松江保護観察所

安来 須山斉司 20 13 17 十神地区学習等供用施設

長し 」問一宇 -:JI：出 E同，，.τ心と、 23 23 雲南サポートセンター

出雲 延康隆範 26 27 20 出雲サポートセンター

大凹 吉山晃宏 12 10 大田市民センター

邑智 三好 言寸ロ2i' 地域別定例研修日の午後に実施 悠邑ふるさと会館

i兵回 延蹟 ｜査範 27 20 30 15 浜｜士｜公民館

益田 三好 ー主ヨ目王子 地域別定例研修日の翌日に実施 益田市総合福祉センター

隠 Ii皮 二ミ好 E主三11' 地域別定例研修日の前日に実施 ｜詰岐島文化会館

）~占拠更生
吉山晃宏 毎月 回実施 島根更生保護会保護会

（日） 1 尖施II及び場所は、 ti＞｛＼＇により変 .'liする場合があります。
2 1兵川地｜え及び任川地｜玄は、計jIT1j以外に｜山川に災施する場合があります。
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平成26年度事業計画

基本方針
本連合会の事業目的達成のため、松江保護観察

所をはじめ関係機関・団体との密接な連携のもと

に、以下の事業を積極的に推進し、保護司活動の

充実・強化を目指すことにより、更生保護事業の

伸展に寄与する。

1 保護司研修等の実施

( 1）保護観察所と共催して各種研修、協議会を

開催し、保護司としての使命と職務遂行に必

要な資質の向上に努める。

(2）保護観察所の行う地域別定例研修の資料作
成を支援・援助する。

2 犯罪予防活動の推進友び更生保護思想の普友
(1）地方公共団体の行政に積極的に働きかけ、

犯罪予防活動の推進、更生保護思想の普及に
努める。

(2）教育委員会、学校等教育機関との連携を密

にすることにより非行・犯罪予防活動を積極

的に推進し、地域社会の浄化に努める。

(3) 第64回“社会を明るくする運動”島根県推
進委員会の中核として、効果的な運動を行う。

(4) 機関紙「島根更生保護」を年4回発行、保
護司及び関係機関・団体等に配布し更生保護
事業の浸透を図る。

3 関係機関・団体等との連携強化
(1) 更生保護法人島根県保護観察協会との連携

を密にし、更生保護事業の伸展を図る。

(2) 更生保護法人島根更生保護会と相互に連携

し、必要な支援に努める。

(3) 島根県更生保護女性連盟と相互に連携し、

犯罪予防活動の一層の活性化を推進する。

島根県保護司会連合会

(4) 島根県BB S連盟と相互に連携し、組織の
拡大に努めると共にその活性化を支援する。
(5) 島根県協力事業主会及びNp O法人島根県

就労支援事業者機構と相互に連携し、保護観

察対象者の就労支援に寄与するとともに、協

力事業主会等の開拓に協力する。
(6) 更生保護関係団体との有機的な連携を図る

ため、積極的に県下の関係機関・団体との連

絡調整を図る。

4 更生保護大会の開催
(1) 関係機関・団体と共催して平成26年11月20
日（木）に「第23回島根県更生保護大会jを開

催し、功労者の功績の顕彰を行うことにより
更生保護事業の充実発展を期する。

(2) 平成26年10月1日（水）に開催予定の「更生
保護制度施行65周年記念全国大会」に参加
する。

(3) 平成26年10月31日（金）山口県岩国市におい
て開催予定の「第24回中園地方更生保護大会」
に参加し、更生保護事業の伸展に寄与する。

5 敬弔の実施
島根県保護司会連合会敬弔規定に基づき、保

護司の慶弔を行う。

6 退任者功労保護司の優遇
島根県功労保護司優遇規定に基づき、退任さ

れた功労保護司に対して必要な待遇を行う。

7 その他
本連合会の目的達成のため、必要に応じて、
その他の事業を実施する。

平成26年度中園地方各県保護司会連合会事務
局会議を島根県において開催する。

＂＇、Jr'>'-J（＂、＇＇－－－＇＂＇、J＂＇－－－＇＂＇－－－＇＂＇、J（＂、、、－＂、＇＇－－－＇＇可、Jr'>'-Jr>•、－＇＂＇－－－＇＂＇－－－＇＂＇－－－＇＇、＇＇－－－＇＂＇－－－＇＇、、－＇＂＇－－－＇＂＇－－－＇＇、、＿，r、＇＇－－－＇＂＇－－－＇＂＇－－－＇＇、、、－＇＂＇－－－＇＂＇－－－＇＇、、•\Jr'>\J（＂町、、－＇＂\J＂＇－－－＇＂＇－－－＇＂＇－－－＇＇、

平成26年度収支予算
収入

寄付金 10.000円（0.2%)

雑収入 11.000円（0.1%)

特別会計繰入金
700,000円(10.5%)

支出

犯罪予防活動費 130,000円（1.9%)

慶弔費
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保護司組織
活動費
350,000円
(5.3%) 

会議費
400.000円

(6.0%）＇」

研修研究費
390,000円
(5.9%) 

関係機関連絡会費
80,000円（1.2%)

機関紙発行費
750.00011101.3%) 

大会費
1.000,000円（15.0%)

事務費等

235,000円（3.5%)
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BBSって何？

出雲地区BBS会中島大棋

平成26年2月1日、出雲地区BBS会として、

恒例のちゃんこ鍋会を開催しました。昨年は出

雲出身の元力士の方1名に講師としてお招きし

ましたが、本年は2名の元力士の方にきていた
だき、保護司のみなさまはじめ保護観察所や関

係機関の協力のもと、児童から高齢者まで20名

を超す大人数で実施しました。

当日の様子は、新聞社にも取材していただ

き、新聞記事として見られた方もいらっしゃる

かもしれません。

新聞記事として載せていただくと多くの人か

ら「中島さん、 BBSつてなに？Jという声をい
ただきます。そして「BBSはですね……」とお

話すると、はじめて皆さんに理解していただけ

ます。

現状としてBBS活動は、その活動の認知度が

低いことがいえます。かくいう私も、 BBS活動

に関わるまではその存在を知りませんでした。

BBS活動を遡れば、今から約100年前にアメリ

カで始まった、 BigBrothers & Sisters movement 

に行き着きます。この頭文字をとりBBSとし、

少年少女たちに兄や姉のような存在として、共

に悩み、共に学び、共に楽しむボランテイア活

動です。

私達はそうした活動主旨のもと、例年少年少

女を迎え、ちゃんこ鍋を作って食べる活動をし

ています。他にも今年度は芋掘り収穫祭を企画

しておりましたが、残念ながら天気に恵まれず

開催に至りませんでした。

今後とも少年少女たちと、時「間jと空

「間」を共有し、同じ地域に住む仲「間」とし

て関わることで、小さくともキラリと光る活動

を目指していきたいと思っています。

... Iミ戸初担当！宗翠司勾別研修j実b即日告 e... " 

去る 1月30日松江保護観察所において、地区保護司会の事務局長等15名の出席を得て、保

護司会事務担当者等研修（特別研修）が開催されました。経理処理や保護司実費弁償金の請

凪 求手続きから保護司の確保に至るまで、事前提出のアンケートを基に熱心な協議が行われま

した。今後は定期的に開催されることになっています。

社会貢献活動
松江保護観察所では、平成24年度に引き続

き、平成25年度も社会貢献活動を先行実施し

ています。対象者には、この活動を通じ、人

と関わりながら、少しでも社会に役立つこと

をイ本店食してもらうことを目的としています。

活動場所と内容は、主に福祉施設での清掃や

行事のお手伝い、公園や公民館の清掃等です

が、その中の活動の一つ、福祉施設の庭の芝

苗植えを幼稚園児をはじめ200名近くの地域

の住民と一緒に行ったものを紹介します。
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-2t=I ,.k; ¥ けること。精神的には、いろん

4ノ’刀τ1 J戸~ なことに興味と好奇心を持つこ

r f若 r弓→百 と。おしゃれ心を忘れない。 く
＼ご…ソ よくよしないで、前向きにプラ

ス志向の生活をめざす。まわり

に気配りしたよいおつきあいをすることに気を

つけることなどが、予防につながってくるとい

うことであった。保護司は更生保護ボランテイ

アとして、社会活動に参加させていただ、いてい

る。ボランティアの原義は、「志願者Jという
ことであり自発的に与えられた目標にむかつて

歩んで、いかなくてはならない。ボランティアと

して活動を継続していくためにも、この認知l症

予防法を実践しなくてはと思った次第である。

この研修会でボランティア活動を行う基本は、

先ず自分自身の心身を整えることが肝要である

ことを学ばせていただいた。とにかく今まで以

上に、好奇心を旺盛にしてマイナス志向ではな

く、少しでもプラス志向をめざし、日々心身を

リフレッシュしなカτら考えを主庁たに、明日をめ

ざしていきたい。

プラス志向で

出雲地区保護司

土井一顕

先日縁あって、［認知症」サポータ一石iJf修を
受講した。最近、私自身物忘れをすることが、

気になるということもあって参加した。毎夜何

よりも晩酌をすることを楽しみにしているが、

少し過ぎるとそのH寺に聞いた大切な話を、明朝

には全く頭の中に無いこともある。講師による

と、前夜飲んだ、り食べたりしたこと自体を、 全

く覚えていない状態を「認知症Jといい、タベ
たしかに食べたが何を食べたかメニューを思い

出せないという状況は、単なる物忘れとのこと

で、あった。私の場合はまだ「認知症」ではなく、

単なる「物忘れJということで一先ず安堵した。
現在「認知症」「1怪度認知障害」の患者数は860

万人を超えており、今後更に増加してくること

が予想されている。しかし「認知症」は、ある

程度予防法があるという。先ず食事は育jfJ・野

菜をよ く食べ、バランスの取れた食生活に心が
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イ白太地区は、現在会員98名。地区は4地区に

分かれており会員の選出は、それぞれ異なりま

すがだいたい自治会単位で決めて頂いておりま

す。4地区の会員の中から 3名の役員を選出し、

年数回役員会を開催し活動をしています。又4

地区では、ミニ集会を開催し、私達更生保護女

性会として、何をすべきか、どうすれば地域に

貢献ui，来るのか、会員同士で、いろんな意見を出
し合いながら、キm賀前会長の歩んで、来られた長

い活動の道を教訓に、今私達には何が出来るの

か大きな課題もあります。 H下年は、 50周年の節

目の年でした。私達も愛の募金活動に会員一丸

となって取り組みました。その募金は毎年lllJ内

の保育所、小学校、中学校へ愛の図書寄贈呈を

行っていますが、今回は記念事業とし少々増額

いたしました。会員の活動として、島根更生保

護会の施設視察を行い、 c-~i長理事長様自ら暖か

い山迎えと丁重な施設案内等を受けました。施

設入口に柏えられていた白雨天と白藤の言われ

に、初めて参加した会員も多く様々な意味で感

国産みの母神に見守られながら

イド！大地区吏生保護女性会

渡 i豊慶子

慨深い思いがあった事と思います。その後八東

町由志闘で総会、施設視察反省会、 昼食会と会

員相互の親睦を図る事ができました。

今までの50年を振り返ればいろんな活動がな

されています。私達も今の時代に添う様な活動

を見い出し、地域の会貝として相互の信頼と親

II圭を重ね努力しなければならないと思っていま
す。私達の地区は国産みの母判lイザナ ミ村1の

ML~ っ てお られる地です。 私達の活動をやさしく

見守って下さると信じております。




